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福井市中央卸売市場取材・撮影等許可申請書

申請日　　　令和　　年　　　月　　　日

　以下のとおり、貴市場での取材・撮影等をしたいので申請します。

	（申請者）


（電話　　　－　　　－　　　　ＦＡＸ　　　－　　　－　　　　）



	取材・撮影等
予 定 日 時
	　　年　　月　　日（　　）　　：　　～　　：　　

	番組・書籍名等
	

	番組・書籍等
の主旨（概要）
	


	取材・撮影等
の申請理由
	


	取材対象
（施設・場所等）
	


	取材人員等
	
人員　　　　　　　名　・　車両　　　　　　　台
※社名等の表示がない車両の場合、車種、車番号を備考欄に記載してください。

	出演者等
	テレビ等の場合



	放送・発売等
の予定日時
	　　年　　月　　日（　　）　　：　　～　　：　　

	備考欄


※　詳細のわかる企画書等があれば、添付をお願いいたします。
※　この申請書の内容については、取引に支障の無いよう事前に市場内関係者に情報提供することがありますので、御了承ください。





報道機関、メディア等の皆さまへ
～取材・撮影等の許可申請について～

○許可する時間帯
　ＡＭ４：００～ＰＭ４：００（市場の休市日を除く。）
　上記時間帯以外の時間及び休市日の取材等については別途ご相談ください。

　※市場の休市日
　　日曜・祭日、年末年始等の市場が定める日（市場カレンダーを御覧ください。）

○許可する場所
市場内各卸売場、仲卸売場、関連商品売場棟など。

○申請する時期
原則取材等希望日の５日前まで。

○許可申請の流れ
　１　許可申請書の作成

　２　申請書の提出（福井市中央卸売市場管理事務所あてメール、ＦＡＸでの送付も可能です。）

　３　申請内容の審査
　　　内容が当市場の取材・撮影等を許可する主旨、目的に相応しくない場合には許可をしない場合があります。取材・撮影等の手続きについてを御覧ください。

　４　許可の可否の連絡
　　　電話、ＦＡＸ、メール等により申請者あてに御連絡します。

○取材等の流れ（許可された場所）
　１　市場の正門入口の守衛室で入場手続きをし、見学者バッチを借ります。

　２　場内に入場し、取材・撮影等を開始します。

　３　取材等終了後、守衛室に戻り、見学者バッチを返却し、退場します。

○その他
　１　取材等の中で、卸売業者・仲卸業者等市場関係者へのインタビューを御希望の場合は、事前に御相談ください。

　２　年始の初せり、その他イベントなど市場が報道機関に資料の投込をした場合は、上記手続は必要ありません。

　３　芸能人、レポーターなどの出演者がある場合には、放送・掲載などの際に、「一般消費者や入場許可の無い方の入場・買物等はできません。」「特別に許可を受けて入場しております。」などの注意書きを明示することが条件となりますので、御承知おきください。
　　※ふくい鮮いちばを除く

○お問い合わせ
　　取材・撮影等に関し不明な点などありましたら、下記にお問合せください。


　　　福井市中央卸売市場　管理事務所
　　　　〒９１０－８５３７
　　　　福井市大和田一丁目１０１番地
　　　　ＴＥＬ　０７７６－５３－０００１
　　　　ＦＡＸ　０７７６－５３－０００５
　　　　メール　ichiba@city.fukui.fukui.jp
